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　札幌市は、2050年に同市内から排出される温室効果ガスを実質ゼロ（ゼロカーボン）とす
る目標を同市気候変動対策行動計画で示しており、その実現に向けて、市内の住宅から排出
される二酸化炭素を削減するため、市独自の住宅性能基準である「札幌版次世代住宅基準」
を定めています。その基準は「プラチナ」「ゴールド」「シルバー」「ブロンズ」の4段階の等級
を設定しており、最も断熱等基準が高い「プラチナ」は、国の定める「等級7」よりも厳しい
水準で、「ゴールド」が等級7相当、シルバーが等級6相当となっています。
また、「サステイナブル要件」として、合計出力が1.5Kw以上の太陽光発電設備の設置、蓄電
容量が2.0kWh以上の蓄電設備の設置を定めています。同市によると、「札幌版次世代住宅」
として認定を受けるためには、断熱等基準とサステイナブル要件の両方を満たす必要がある
とのことです。

一部の自治体では、新築住宅に加えて既存住宅でも断熱性能が
高い家づくりをサポートするなど、住宅政策を強化する動きもあ
ります。ここでは、札幌市、山形県、東京都、長野県、鳥取県、北
九州市の事例を紹介します。

■   札幌市

　2023年度には、こうした住宅を
新築する際の建築費用を補助する
制度を実施。「プラチナ」と認定さ
れた住宅には220万円、「ゴール
ド」には180万円、「シルバー」に
は60万円をそれぞれ補助すると発
表しました ( プラチナ・ゴールド
の申請額が、札幌市の定める予定
額を超えた場合は、プラチナ・ゴー
ルドの申請者のみで優先抽選）。

参考情報1：
地方自治体の
住宅対策の先行事例

https://www.city.sapporo.jp/toshi/jutaku/10shien/zisedai/documents/r5_0401_zisedai-jutaku-hojo-pamphlet.pdf


事事業業概概要要

■やまがた省エネ健康住宅と併せて、太陽光発電設備及び蓄
電池設備等を設置する住宅を新築する際に補助金を交付
します。

② やまがた省エネ健康住宅・再エネ設備パッケージ補助事業

山形県独自基準の高断熱・高気密住宅
少ないエネルギーで

快適に暮らすことができます

やまがた省エネ健康住宅

電気使用量の
見える化で、
節電に効果！

HEMS
冬暖かく 夏涼しい

使用するエネルギーを自家発電することで
光熱費が節約でき、

温室効果ガス排出削減につながります

太陽光発電設備等の導入

蓄電池設備

太陽光発電設備

山形県資料より抜粋
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　山形県は、2050年までに温室効果ガス排出実質ゼロを目指しています。「最も寒い時期の
就寝前に暖房を切って翌朝暖房を稼働させない状況でも室温が10℃を下回らない断熱性能
と気密性能を持つ住宅」を「やまがた省エネ健康住宅」と定義づけ、県独自の基準をクリア
した新築住宅や全体改修を行った住宅を「やまがた省エネ健康住宅」として認定しています。 
2023年度段階では、住宅新築の際にZEHやZEH＋の要件を満たしたり、太陽光発電設備
や蓄電池設備、電気使用量を把握する装置「HEMS」を設置したりした場合に補助金が交
付されます。

■   山形県

https://www.pref.yamagata.jp/documents/32618/r6package.pdf
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　東京都議会は2022年12月、住宅を含む中小規模の新築建物に、太陽光発電設備の設置
を義務づける条例を可決しました。2年程度の準備期間を経た上で、2025年4月1日に施行。
太陽光発電設備の設置義務の対象者は、ハウスメーカーなどの事業者です。年間の都内供
給延床面積が合計2万㎡以上の大手事業者が対象になります。
東京都は、事業者に太陽光発電設備の一括補助を行うほか、新築住宅を建てる人向けに太
陽光発電設備や蓄電池を購入するための補助を実施。既存住宅への太陽光発電設備の導
入や省エネ改修についても、補助金を出しています。

・太陽光発電設備
（陸屋根のマンション等への架台設置上乗せ、及び機能性ＰＶ*³への上乗せ補助を含む）

・蓄電池システム
・Ｖ２Ｈ

１ 住宅供給事業者等への支援策

支援策の具体的な内容（１）

建築物環境報告書制度推進事業
（特定供給事業者再エネ設備等設置支援事業） 令和６年度予算案 53.0億円*¹

建築物環境報告書制度に参加する特定供給事業者*²に対し、義務基準の履行に向けた年間の事業計画の提出を要件とし、太陽光発電設備等の一括
補助を実施し、事業者の計画的な取組を後押し

2

【参考】令和４年度12月補正予算

令和４年度から令和６年度までの間、順次募集

＊1 事務費を含む。
＊2 年間都内供給延床面積が合計２万㎡以上のハウスメーカー等の事業者又は申請を行い知事から承認を受けた事業者
＊3 小型PV・建材一体型・軽量型・防げん型など、東京の地域特性に対応した機能を有する製品の設置を支援

建築物環境報告書制度推進事業（環境性能向上支援事業/設計・施工技術向上支援事業） 163億円
建築物環境報告書制度の開始に伴い、新たな取組を実施する事業者に対して、環境性能の高い住宅モデルの開発・改良に関する取組や、設計・施
工技術の向上等に係る取組を支援

事業名 支援対象 規模 補助率 上限額／年 事業期間 補助対象

① 環境性能向上支援事業
特定供給事業者 50社 1/2 １億円

令和６年度
末まで

太陽光発電の設置、断熱・省エネ性能の強化、EV充電設
備を設置する商品開発に資する知見・技術蓄積等の取組

特定供給事業者
（①を活用しない中小
企業等）

95社 2/3 3,000万円

② 設計・施工技術向上支援事業 任意提出者等 250社 2/3 100万円 PV施工等の高環境性能住宅に関する設計、施工技術向上
に資する研修等の取組

助成内容

■   東京都

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/solar_portal/index.html
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２ 施主・購入者等への支援策

支援策の具体的な内容（２）

東京ゼロエミ住宅普及促進事業 令和６年度予算案 250.7億円
高い省エネ性能等を持つ住宅の普及を図るため、「東京ゼロエミ住宅」基準に適合する住宅を新築した建築主に
対し補助を実施。令和６年度は、１０月から基準の引き上げ等を行うとともに、新基準に応じた補助を実施
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新規

水準１ 水準２ 水準３
戸建 30万円 50万円 210万円
集合 20万円 40万円 170万円

（新基準による補助）

※いずれも１戸当たりの額

水準Ｃ 水準Ｂ 水準Ａ
戸建 40万円 160万円 240万円
集合 30万円 130万円 200万円

（現行基準による補助）

 令和６年９月30日までに設計確認を申請
⇒ 現行基準で認証し、現行の補助額を適用

・令和６年４月から現行どおり申請受付
・現行の補助金の受付は、令和６年12月末まで

 令和６年10月１日以降に設計確認を申請
⇒ 新基準で認証し、新たな補助額を適用

屋根面積が狭小である場合などを除き、太陽光発電等
の再エネ設備の原則設置を要件化

新基準への移行に伴う補助額の適用時期（予定）

＊太陽光発電設備等の原則要件化（新基準の補助分より）

※（ ）内は集合住宅等の場合

R6.10から

現現行行
基基準準

断断熱熱性性能能
（（W/㎡㎡・・K））

省省エエネネ基基準準
かかららのの
削削減減率率

水水準準３３ 0.46 ▲40% 
(▲35％)

水水準準２２ 0.60 ▲35%
(▲30％)

水水準準１１ 0.70 ▲30%
(▲25％)

※（ ）内は木造以外の構造の集合住宅等の場合

基準の見直し内容

統合

移行

新設

R6.9末まで

新新基基準準 断断熱熱性性能能
（（W/㎡㎡・・K））

省省エエネネ基基準準
かかららのの
削削減減率率

水水準準ＡＡ 0.35 ▲45% 
(▲40％)

水水準準ＢＢ 0.46 ▲40%
(▲35％)

水水準準ＣＣ 0.60 ▲30%

・太陽光発電設備*
（陸屋根のマンション等への架台設置上乗せ、
及び機能性ＰＶへの上乗せ補助を含む）
・蓄電池システム
・Ｖ２Ｈ

住宅に対する補助 機器に対する補助

２ 施主・購入者等への支援策

支援策の具体的な内容（３）

災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 令和6年度予算案 696.2億円
都内住宅の断熱改修や太陽光発電設備等の設置を進め、省エネで、災害にも強く、健康にも資する断熱・太陽光住
宅の普及拡大を促進。令和６年度は断熱材の補助上限引上げや高断熱浴槽への補助、蓄電池のDR実証上乗せ補助
等を実施
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拡充

・既存住宅省エネ改修…窓/ドア改修、壁/床等断熱改修(拡充) 、高断熱浴槽(新規) 
・蓄電池システム（新規設置時にデマンドレスポンス実証への参加による上乗せ補助(新規)、及び

既存蓄電池のIoT化補助(新規)を含む）
・熱と電気の有効利用…太陽熱、地中熱、エコキュート/ハイブリッド給湯器
・太陽光発電設備（陸屋根のマンション等への架台設置・防水工事上乗せ、及び機能性ＰＶへの上乗せ補助を含む）
・パワーコンディショナ更新
・Ｖ２Ｈ

等

助成内容

■   東京都
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２ 施主・購入者等への支援策

支援策の具体的な内容（４）

住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進の増強事業 令和６年度予算案 36.7億円
リース、電力販売、屋根借り、自己所有モデル等によ
る初期費用ゼロで太陽光発電設備等を設置する事業者
に対して助成し、サービス利用料の低減等を通じて、
住宅所有者へ還元

リース 電力販売

屋根借り 自己所有モデル

拡充

【スキームの例】

事業者

住宅
（太陽光からの電力を使用）

電力会社
余剰電力を売電

太陽光発電等設置

リース料金

事業者

住宅 電力会社

太陽光発電設置

事業者

住宅
（太陽光からの電力を使用）

電力会社
余剰電力を売電

太陽光発電等設置

サービス料金

事業者

住宅
（太陽光からの電力を使用）

電力会社

太陽光発電等設置

太陽光発電分
電気料金

電力を売電

屋根賃料

余剰電力を売電

売電収入

拡充 太陽光パネルの高度循環利用の推進 令和６年度予算案 0.4億円
住宅用太陽光パネルのリサイクルルート確立に向け、埋立処分と比べ割高になるリサイクル費用の一部を
パネル排出事業者へ補助。令和６年度は、発電出力上限を50kW未満(カーポート設置パネルを含む)まで拡充。

・太陽光発電システム
（令和6年度から、機能性ＰＶへの上乗せ補助を対象
とする）
・蓄電池システム

助成対象機器

事業スキーム
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２ 施主・購入者等への支援策

支援策の具体的な内容（５）

集合住宅における再エネ電気導入促進事業 令和６年度予算案 3.6億円
集合住宅への太陽光発電設備設置や再エネ100％電力導入を促進するため、再エネ高圧一括受電への切替におけ
る、受変電設備の設置等に係る経費を支援
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新規

【参考】太陽光発電及び蓄電池グループ購入促進事業
太陽光発電設備等の導入に係る都民の負担を軽減するため、都と協定を締結する事業者が購入希望者を募集し、共同購入に
よるスケールメリットにより購入価格の低減を可能とする事業を実施

事業スキーム図

・受変電設備
・太陽光発電システム
（陸屋根のマンション等への架台設置・防水工事
上乗せ補助を含む）

助成内容

東京都資料 (P2～6)より抜粋

■   東京都

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/202401_shien_gaiyo_v3-pdf


■　長野県
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　長野県では、住宅分野における2050ゼロカーボンを実現するためとして、環境への負荷が
少なく、高い断熱性能を有し、県産木材を活用した住宅の新築工事や既存住宅の断熱性脳を
向上させるリフォーム工事をする際の費用の一部を助成する「信州健康ゼロエネ住宅助成金」
があります。
　助成に当たっては、県知事の定める「最低基準」をクリアする必要があります。「最低基準」
は国の省エネ基準（等級4）よりも厳しい水準で、県産材を一定の面積で使ったり、太陽光発
電設備または木質ペレットストーブ・薪ストーブを設置したりするなどの条件もあります。最
低基準を達成した住宅は、建築費用が国の省エネ基準住宅よりもかかるものの光熱費が安く
なり、合計の支出は県最低基準の住宅の方が低くなるとの試算結果を、長野県は公表してい
ます。
　また同県は、県知事の定める「推奨基準」「先導基準」を設けており、「推奨」「先導」にな
るとさらに補助が加算されます。既存住宅でも、住宅部分を「最低基準」に適合させる断熱
改修や、浴室・脱衣所、寝室などの断熱改修のいずれかの工事をする場合、リフォーム費用の
一部を助成しています。

長野県資料より抜粋

■   長野県

https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/kenkozeroene/documents/nagano_zeroene_pamph_a4_house.pdf
https://www.shinshu0ene.jp/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=0ene2023&gclid=CjwKCAjw4P6oBhBsEiwAKYVkq5lHFJmkK2ECAPTbvWnq5dKCR6YuJ4z0L7IXSobwc8vHONUQVnjAqBoCiIwQAvD_BwE
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鳥取県資料より抜粋

　鳥取県では、県民の健康の維持・増進、省エネ化の推進、CO2削減を図ることを目的として、
国の基準を大幅に上回る県独自の基準（とっとり健康省エネ住宅性能基準）を策定しています。
　戸建住宅を新築する際の基準は「冷暖房費を抑えるために必要な最低限レベル」「経済的
で快適に生活できる推奨レベル」「優れた快適性を有する最高レベル」の3種類ありますが、
いずれもZEH基準を超え、「推奨レベル」は欧州各国の水準に近くなっています。
　既存住宅を断熱改修する際に補助金を支給する制度もあり、家全体の改修から、浴室、ト
イレ、寝室など生活空間に限定した改修、窓など熱が逃げやすい箇所の部分的な改修など、
内容に応じて補助金の上限額が定められています。

■   鳥取県

https://www.pref.tottori.lg.jp/308449.htm#moduleid632042
https://www.pref.tottori.lg.jp/ne-st/
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　北九州市は2023年9月に、国の基準を上回る独自の省エネ基準「北九州市健康省エネ住
宅　kitaQ ZEH（キタキューゼッチ）」を策定しました。2050年ゼロカーボンシティの実現
に向け、いわゆるG2.5水準の断熱性（UA値0.38W/㎡K以下）を規定。パッシブデザインや
冷暖房計画なども要件に加えています。9月21日には民間の住宅事業者団体2団体と、北九
州市健康省エネ住宅の普及促進などに関する連携協定を締結しています。

北九州市資料より抜粋

■   北九州市

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/001050540.pdf
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ken-to/07400194.html

